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福島県工業用水道事業中長期計画策定及び次期料金算定業務委託 

特 記 仕 様 書 

 

第１条 適用範囲 

本特記仕様書は、福島県企業局（以下「発注者」という。）が実施する「福島県工業用水 

道事業中長期計画策定及び次期料金算定業務委託（以下「本業務」という。）」に適用する。 

 

第２条 仕様書 

   本業務の履行に当たっては、本特記仕様書に従うほか、福島県土木部制定「共通仕様書

（業務委託編）（令和４年 10月１日）」によるものとする。 

 

第３条 対象事業 

  本業務における対象事業は、以下４つの工業用水道事業とする。なお、相馬工業用水道に

おいて、第６条２の管路更新計画は対象外とする。 

（令和５年４月１日現在） 

事業名 給水能力 

（㎥／日） 

契約水量 

（㎥／日） 

管路延長 

（ｋｍ） 

受水企業 

（事業所） 

磐城工業用水道事業 ２３３，０００ １８３，５９６ ５１．４９３ ４６ 

勿来工業用水道事業 ２９０，０００ ２２２．１００ ５．９０４ ５ 

（本勿来） (２４８，１００) (１８２，２００) (３．０５７) (３) 

（南台） (４１，９００) (３９，９００) (２．８４７) (２) 

小名浜工業用水道事業 ６２５，０００ ４４７，８００ ４．０９２ ４ 

相馬工業用水道事業 ３４，７００ ２８，０００ ３７．８７６ １１ 

 

第４条 目的 

発注者が管理する工業用水道は、建設後 60年以上が経過した施設もあり、老朽化や東日

本大震災により管路、機械・電気設備等に甚大な被害を受けたことを踏まえ、施設の耐震

化・強靱化を推進しているところである。 

現在の福島県工業用水道事業中長期計画（以下「中長期計画」という）において耐用年数

を超える管路やポンプ・モーター等の施設は「全面更新」を基本としているため、実施に当

たっては、多額の費用を要することから、抜本的に中長期計画を見直すことが不可欠となっ

ている。 

   そのため、管路等についてはやむを得ない場合を除き、これまでの「全面更新」から健全

度を評価するなど、必要な調査を実施した上で「計画的修繕」による長寿命化又は部分的更

新を行うことで、費用の縮減を図るものとする。また、施設更新に当たっては、別途検討す

る省エネ・高効率設備を積極的に導入することで、脱炭素化の取組を促進し、経済性、維持

管理に優れた中長期計画を策定すると共に、次期料金算定（令和８年度から令和 12年度ま

での５年間）を行うものである。 
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第５条 打合せ等 

   打合せは、次のとおりとし、当初基本方針打合せ及び成果品納入時には管理技術者も立会

うものとする。 

主要な区分 回数 

当初基本方針打合せ  

中間打合せ ５回 

成果品納入時  

 

第６条 業務内容 

１ 基本方針の策定 

（１）現況の把握 

  既存資料、職員ヒアリング等により発注者が有する工業用水道施設の概況を把握する。 

① ヒアリング 

   ・工業用水道施設の維持管理に従事している職員や委託業者へのヒアリング等を実施

し、施設の現状や課題を把握する。 

② 事業の特性把握 

   ・地形、地質、気象、水資源、災害等の既存資料の収集に基づく自然条件の把握 

   ・国の水資源に関する計画、関連市町村の振興計画、および大規模開発計画の構想及

び計画の把握 

   ・関連するインフラ事業の計画等の把握 

   ・工業用水道事業の沿革資料、水量実績推移等の資料収集による特性の把握 

   ・工業用水道事業の既往の構想や計画の把握（維持管理、経営も含む） 

   ・財政関連資料の収集、経営状況の把握 

   ・既存水源の形態、水利権、取水実績資料・事故記録等の収集、水源に関する特性の把  

    握 

   ・原水等の水質試験資料、既存浄水方法に係る資料等の収集、水質と浄水特性の把握 

   ・工業用水道施設の整備状況及び既存施設の位置・規模・構造に関する資料の収集、水

道施設整備状況の把握 

   ・導水配水状況（ユーザー企業の分布と管路形態等）資料の収集、導水配水特性の把握 

 ・アセットマネジメント手法による更新需要の把握 

（２）水量予測 

    将来見通しを得るため令和８年度からの５年、10年、30年先までの工業用水の需要

を最新の動向を踏まえて推計する。 

   ・開発計画の調査やユーザー企業からの個別アンケート等により要望水量を把握する。 

   ・将来の契約水量や実使用水量を予測する。 

（３）事業の分析・評価・課題抽出 

    事業の現況をソフト・ハード両面から分析・評価し、課題を抽出する。 

① ソフト面の分析・評価 
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・工業用水道事業経営、環境、民活化等について分析・評価 

② ハード面の分析・評価 

・水源・取水施設計画、浄水施設計画、水運用・導水配水整備計画、事業計画等につ  

いて分析・評価 

    ・スマートメーター化に伴う中央監視システム改修の最適化について提案 

    ・量水器の設置負担の在り方（仕様を示し、ユーザーが設置するか、事業者が設置し、 

その費用をユーザーが負担するべきか）について提案 

③ 課題の優先順位・まとめ 

    ・課題の優先順位を検討し、今後の対応方針に関するとりまとめ 

 

 （４）アセットマネジメント算定 

     既存資料（施設台帳等）により資産の現状を把握・整理する。 

① 資産の現況把握 

 ・建設改良費の実績、構造物及び設備の建設年度別帳簿原価（有形固定資産の年齢別資 

産額）、管路の布設年度別延長（布設年度別管種口径）の把握 

② 健全度及び更新需要の把握 

・長寿命化対策も含め更新を実施しなかった場合の健全度（構造物及び設備）の把握 

・長寿命化対策も含め更新を実施しなかった場合の健全度（管路）の把握 

・法定耐用年数で更新した場合の更新需要（構造物及び設備）の把握 

・法定耐用年数で更新した場合の更新需要（管路）の把握 

 （５）資料の内容確認 

    （１）～（４）について把握・整理した結果について、取りまとめた資料を令和６年９

月末までに発注者に提出し、確認を受けること。 

 また、この際、発注者から修正指示を受けた場合は、修正後の資料を再度、発注者に提

出し、確認を受けること。 

 

２ 管路更新計画 

 （１）管路の劣化診断 

   ・発注者が提供する管路データと劣化要因となる環境ビックデータを用いた AI（機械

学習）劣化診断システムにより、管理単位毎の破損確率を算出することにより、中長期

計画の策定を目的とするため管路の劣化状態を診断する。 

   ・また、管路データのうち材質、口径、布設年度等の予測に必要な属性情報が欠損して

いるデータ、誤入力等により矛盾があるデータについては、推定を行い、発注者の承諾

を受けた上で適時修正や補完を行う。 

   ・上記により行った管路の劣化診断結果について、取りまとめた資料を令和６年９月末

までに発注者に提出し、確認を受けること。 

 （２）更新手法の検討 

   ・漏水危険度が高い管路、水管橋等について、補強、補修、部分更新又は更新するかの

判断を行う。 
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   ・必要に応じて、浄水場、基幹管路等に被害等が生じても、安定した水供給ができるよ

うに、管路のバックアップ機能等の強化について検討する。 

（３）更新計画案の作成 

    ・上記の内容を踏まえ、管路、水管橋に関する更新優先順位や更新時期に関する検討を

行い、「３（２）投資・財政計画の策定」に反映させて、中長期計画の策定に資するも

のとする。なお、とりまとめた結果を、令和６年１２月末までに発注者に提出し、確認

を受けること。また、この際、発注者から修正指示を受けた場合は、修正後の資料を再

度、発注者に提出し、確認を受けること。 

 

３ 整備内容の決定 

（１）整備案の抽出 

発注者の有する工業用水道事業における施設整備内容を検討する。本業務に関連する

沼部堰更新、泉浄水場耐震化、ポンプ・モーターの高効率化更新、いわき事業所の

ZEB 化、沼部ポンプ場耐震化・浸水対策、トンネル補修、スマートメーター化、ダム

の補修改築等の計画は令和６年１０月末までに別途業務委託及び河川管理者により入手

して発注者が受託者へ提供し、本業務に反映する。なお、管路更新に関しては、前述の

「２ 管路更新計画」において検討した更新優先順位に基づいて計画を策定する。 

① 課題解決のための整備案のリストアップ 

・課題を解決するため、構造物や管路等の整備案をリストアップする。 

② 更新計画の検討 

    ・施設整備内容として、構造物や管路等を管理単位毎に施設拡張、更新、改良等のうち 

最適なものを抽出する。 

③ 優先順位の検討 

 ・緊急性及び重要度を踏まえ検討する。 

④ 整備案の選定 

・整備案の中から最適な案を選定する。 

 （２）投資・財政計画の策定 

    投資・財政計画の策定では、「投資計画（試算）」と「財源計画（試算）」を策定するも 

のとする。なお、「投資計画（試算）」は、将来安定的に事業を継続していくために必要と

なる施設・設備等に関する投資を試算した計画である。また、「財源計画（試算）」は、

「投資計画（試算）」の支出を賄うための財源の見通しを試算した計画である。 

   本検討では、工業用水道事業毎に下記に示すとおり投資・財政計画を策定するものとす

る。なお、各事業ともに計画期間は 10年とするが、計画策定に当たっての将来の「投

資・財政計画」に係る試算については、長期間（30年）での想定を行うとともに、その

結果や積算根拠も記載すること。 

① 投資試算 

・投資の優先順位や平準化等による合理的な投資の内容と所要額の見通し 

   ・投資に優先度や平準化等を踏まえ、投資の財源となる資産維持費に係る算定 

② 財源試算 
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・「料金収入」、「企業債」、「現金・預金」、等について試算するものとする。 

・料金収入に関しては、前項までの検討結果を踏まえ適正な予測に基づき試算するもの

とする。なお、前項までの検討において有収水量見込みが複数ケース想定される場合

は、各ケースで料金収入の試算を行うものとする。 

・企業債に関しては、将来世代に過度な負担を強いることが無い様に、類似団体の経営

指標も踏まえながら、当局の実態に即したケース設定を行い、試算するものとする。 

・収支予測にあたり、収支ギャップが生じる場合は、収入と支出が均衡するよう調整し

た「投資・財政計画」を策定するものとする。なお、収支ギャップの解消に係る具体

的な取り組みについては、当局に適用可能な取組について整理するものとする。 

  （３）整備案の評価 

    財政計画策定による給水原価、財政収支への影響の概算を行い、適正な料金改定率につ

いて、検討する。 

    検討に当たっては、投資計画について、アセットマネジメントを実施し計画を策定して

いるか、更新率や耐震化率、達成年度を明示する、将来の支出を詳細に記載しているか、

財政計画について、料金制や需要予測等にあわせた料金など、料金体系の見直しを含めた

ものか、企業債や自己財源等について、健全化財政状態を考慮した目標値を設定し検討し

ているか、具体的に検討すること。 

    上記作成後、地方公営企業会計制度や経営分析に精通した公認会計士により、「投資・

財政計画」の妥当性の評価を行うこと。 

  （４）アセットマネジメント再評価 

    上記の整備案から、「１（４）②健全度及び更新需要の把握」の再評価を行う。 

（５）資料の内容確認 

    （１）～（４）について整理した結果について取りまとめた資料を令和６年１２月末 

までに発注者に提出し、確認を受けること。 

  また、この際、発注者から修正指示を受けた場合は、修正後の資料を再度、発注者に

提出し、確認を受けること。 

 

４ 中長期計画の取りまとめ 

  以上の内容を工業用水道中長期計画としてとりまとめる。 

なお、とりまとめた結果を、令和７年３月末までに発注者に提出し、確認を受けること。

また、この際、発注者から修正指示を受けた場合は、修正後の資料を再度、発注者に提出 

し、確認を受けること。 

 

５ 料金改定計画 

（１）経営及び料金の現状と課題の整理 

経営及び料金の状況について過去５年程度の決算数値及び料金関係資料を基に分

析し、課題を整理する。 

・収益的収支及び資本的収支の状況。 

・料金収入（ユーザー企業別）の状況。 
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・給水（ユーザー企業別有収水量）の状況。 

・料金水準及び料金体系の現状と課題。 

 （２）総括原価の算定 

     料金算定期間を設定し、その期間に工業用水道料金として回収すべき総額に資産維

持費を加え、「工業用水道料金算定要領」に準拠して把握するとともに、料金算定期

間の費用を性質別に算定し、工水別に集計整理する。 

（３）料金体系の検討 

    総括原価を責任水量制、二部料金制などを適用させた料金体系案を作成する。この

際、ユーザー企業と意見交換を行ったうえで方針を定めるものとする。 

    なお、二部料金制の料金体系案作成にあたり、総括原価を固定費、変動費に分解

し、設定した基準により水量料金に配賦し、個別原価に基づく料金体系の検討を行

う。検討にあたっては条件変更により数ケース算出し比較検討するものとする。 

（４）料金改定計画案及び財政計画案の策定 

    上記３（２）で策定した「投資・財政計画」により、長期の収支見通しを踏まえ、

料金算定に反映すること。料金体系の検討結果を基に料金改定計画案を策定し、財政

見通しの給水収益を修正して財政計画案を策定する。 

    なお、取りまとめた料金改定計画案及び財政計画案について、令和７年１月末まで

に発注者に提出し、確認を受けること。 

    また、この際、発注者から修正指示を受けた場合は、修正後の料金改定計画案及び

財政計画案を再度、発注者に提出し、確認を受けること。 

（５）ユーザー企業説明会用資料作成及び支援 

料金改定に関するユーザー企業説明会用資料の原案を作成するとともに、委員会の

運営を支援する。なお、学識経験者の出席は１回を想定しており、旅費（東京都から

いわき市までの往復）を含むものとする。報償費は総務省の補助事業を活用するため

含まないものとする。 

     また、各回のユーザー企業説明会開催月の前月上旬までに説明会時に使用する資料

を取りまとめ、発注者に提出し、確認を受けるものとする。この際、発注者から修正

指示を受けた場合は、修正後の資料を再度、発注者に提出し、確認を受けること。 

 

① 第１回（令和６年６月予定） 

・利用者協議会総会当日目処 

     ・第１回は学識経験者による講習（料金算定の内訳等） 

     ・目的、工程、検討内容等の説明 

     ・ユーザーアンケートの概要説明 

② 第２回（令和７年１月予定） 

・現在の経営状況とユーザーアンケート結果についての説明 

・財政シミュレーションの条件の説明 

③ 第３回（令和７年５月予定） 

・中長期計画の内容と、それに基づく財政シミュレーション結果の説明 
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・料金体系検討の考え方の説明 

④ 第４回（令和７年７月予定） 

・中長期計画（修正版）の内容と、それに基づく財政シミュレーション結果の説明 

・料金体系検討結果の説明 

⑤ 第５回（令和７年９月予定） 

・最終結果の報告 

（６）料金改定計画書の取りまとめ 

  （５）のユーザー企業説明会開催時にユーザーからあった意見について反映されたた料

金改定計画書を作成し、各ユーザー企業説明会開催月の翌月上旬までに発注者に提出

し、確認を受けるものとする。この際、発注者から修正指示を受けた場合は、修正後

の資料を再度、発注者に提出し、確認を受けること。 

  

第７条 使用する主な図書及び基準 

  使用する主な図書及び基準は、最新の図書を準拠すること。 

 

第８条 貸与品 

  本業務における貸与品は以下のとおりとする。 

   １ 福島県工業用水道中長期計画（維持管理・整備計画）R3～R32  １式 

   ２ 経営戦略 １式 

   ３ 管路データ（shapeファイル） １式 

   ４ 料金算定の基礎資料 

上記資料の内１～３は令和６年４月末まで、４については令和６年７月末までに貸与する。

なお、以下の（３）、（８）、（９）、（15）、（16）、（17）、（18）については、現行の福島県工業

用水道中長期計画策定時の基礎資料を貸与する。 

また、当該資料について「第６条 ３整備内容の決定」に基づき受注者が内容を修正するも

のとし、発注者の確認を受けるものとする。 

（１） 受取利息及び配当金積算 １式 

（２） 使用料及び賃借料積算 １式 

（３） 長期前受金戻入 １式 

（４） 高柴ダム及び四時ダム管理用水力発電の余剰電力収入 １式 

（５） 人員配置計画 １式 

（６） 工業用水道別人員配置計画 １式 

（７） 人件費見込 １式 

（８） 委託料（その他の維持管理費としての委託料） １式 

（９） 修繕費 １式 

（10） 薬品費 １式 

（11） 動力費 １式 

（12）一般管理費 １式 

（13）土木部ダム負担金（人件費、委託料、修繕費、改良費等） １式 
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（14）企業債等元利償還金 １式 

（15）改良工事等財源明細表 １式 

（16）建設改良費 １式 

（17）減価償却費及び資産減耗費 １式 

（18）固定資産台帳 １式 

   ・その他、業務により必要が生じたもの。 

 

第９条 成果物の提出等 

  本業務において、提出する成果品は以下のとおりとする。なお、成果品の内容については、 

事前に監督員と協議の上決定するものとする。 

   ・業務報告書・・・３部 

・報告書概要版・・・３部 

   ・電子媒体（ＣＤ／ＤＶＤ等）・・・１式 

   ・その他監督員の指示したもの・・・１式 

 

第 10条 その他 

  本特記仕様書に定めのない事項、または疑義が生じた場合、スケジュールに変更が生じる場

合については、発注者と受注者との協議によって決定するものとする。 

  

 

 


